
事務職員の総合的な人事方針(多様なキャリアパスの構築)

法
⼈
採
⽤
試
験

⼀般職員

概ね３２歳～ 概ね38歳～ 概ね48歳～ 概ね55歳～

主任

エキスパート
（仮称）

チーフエキスパート
（仮称）

係⻑ 副課⻑
課⻑・事務⻑ 部⻑

⾼度学術専⾨（職）員（仮称）
（年俸制無期雇⽤）

嘱託職員

職域限定職員︓就業の場所，従事する業務等を限定して雇⽤する職員

◮
◮

◮

課⻑相当

副課⻑相当

係⻑相当

フルタイム

【定年】
60歳 65歳

准エキスパート
（仮称）

各職階への昇任要件：職階に応じ評価・昇任試験（⾯接等）を実施

7時間勤務
6時間以下

（⾮常勤職員）

⼀般職員相当

◮パートタイム

概ね5３歳～

事務専門職（スペシャリスト）

事務総合職（ゼネラリスト）

特例⾮常勤職員（65歳定年）︓労働契約の期間の定めのない⾮常勤職員

⾮常勤職員（任期︓最⻑５年）

○事務専⾨職（スペシャリスト）〈スタッフ職〉・・・本部⼜は部局で専⾨業務に従事 ⇒ ５年〜７年程度で異動
○事務総合職（ゼネラリスト） 〈ライン職〉 ・・・本部⼜は部局で管理運営業務に従事 ⇒ ２年〜３年程度で異動

常勤職員へのキャリアパスが可能

事務総合職 事務専⾨職相互異動が可能

定年を65歳まで

段階的に引上げ

定年引上げに伴い、管理監督職
は６１歳となる年度からは非管
理監督職に役降り


